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【第 211 回国会】令和５年３月 29 日（水）、第５回の委員会が開かれました。 

 

１ 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日

本国とオーストラリアとの間の協定の締結について承認を求めるの件（条約第１号） 

日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセ

ス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の

締結について承認を求めるの件（条約第２号） 

・林外務大臣、柘植総務副大臣、山田外務副大臣、秋本外務大臣政務官、清水国土交通大臣政務官、木

村防衛大臣政務官及び政府参考人に対し質疑を行い、質疑を終局しました。 

・両件に対し、穀田恵二君（共産）が討論を行いました。 

・両件について採決を行った結果、いずれも賛成多数をもって承認すべきものと決しました。 

（賛成―自民、立憲、維新、公明、国民、有志 反対―共産） 

（質疑者）城内実君（自民）、吉田宣弘君（公明）、徳永久志君（立憲）、源馬謙太郎君（立憲）青山大人

君（立憲）、和田有一朗君（維新）、青柳仁士君（維新）、鈴木敦君（国民）、穀田恵二君（共

産）、吉良州司君（有志） 

 

（質疑者及び主な質疑事項） 

 

城内実君（自民） 

 

（１） 岸田総理のウクライナ訪問の意義及び成果 

（２） 同時期に行われた中露首脳会談が欧米の有志国及び我が国に与えた影響について外務省の認識 

（３） 本年３月に北京で発生した邦人拘束事案の事実関係及び同様の事案の件数 

（４） 日独首脳会談及び日独政府間協議の成果及びこれらに対する林外務大臣の所感 

（５） 今後の我が国とアルバニアとの友好協力関係発展の可能性 

（６） 西バルカンの平和と安定に向けた我が国の取組 

 

吉田宣弘君（公明） 

 

（１） 日豪・日英部隊間円滑化協定 

ア 国家安全保障戦略で述べられた「安全保障上の協力関係」と両協定の関係 

イ 両協定に受入国の法令尊重義務が盛り込まれている意義 

ウ これまでの訪問部隊の出入国手続及び両協定により見込まれる効果 

（２） 安全保障に関する協定を締結する相手国についての考え方及び今後の交渉予定 

（３） ファイブアイズの機密情報への我が国のアクセスについて防衛省の所見 

（４） 林外務大臣のソロモン諸島及びクック諸島訪問（R5.3.18-22）の目的 

（５） 「法の支配」という普遍的価値の観点からＯＤＡの戦略的活用について林外務大臣の所見 

（６） 林外務大臣の訪中についての見解 

 

徳永久志君（立憲） 

 

（１） 関係国との「普遍的価値観の共有」ではなく「法の支配」に基づく国際秩序を前面に打ち出す必要

性について林外務大臣の見解 

（２） 同志国の定義等 

ア 外務省予算に計上された同志国の安全保障能力強化を支援するための経費の概要 

イ 同志国として、我が国と普遍的価値観を共有する国とある目的を同じくする国との関係 
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（３） 日豪・日英部隊間協力円滑化協定 

ア 協定の締結と英豪両国との同盟関係ないし準同盟関係を締結することとの関係 

イ 両協定は有事における部隊間の連携を想定したものではないという認識 

ウ 両協定の適用場面及び「地位協定」という名称を用いなかった理由 

エ 第５条第３項（接受国内の移動の制限）の趣旨及び日米地位協定における同様の規定との相違点 

オ 第６条第１項（入国時の事前通報）の趣旨及び日米地位協定における同様の規定との相違点 

カ 第６条第７項（入国時の検疫）の趣旨及び日米地位協定における同様の規定との相違点 

キ 円滑化協定締結を契機に日米地位協定の改定に着手する必要性 

（４） 米国訪問時の自衛隊の地位を定める協定の検討状況 

 

源馬謙太郎君（立憲） 

 

（１） ホンジュラスが台湾と断交し中国と国交樹立（2023.3.26）したこと及び台湾と中国の間で我が国が

取り得る外交政策について林外務大臣の見解 

（２） 日豪・日英部隊間協力円滑化協定 

ア 日豪協定の交渉開始から大枠合意まで６年も要した理由 

イ 我が国の死刑制度の存在を前提とした両協定上の刑事裁判権に関する交渉経緯及びその結果につ

いての政府見解 

（３） 我が国の対ミャンマーＯＤＡ（バゴー橋建設計画） 

ア 主契約企業と下請事業者であるミャンマー軍関係企業が交わした契約書における契約解除時の違

約金に関する取決めについての外務省による確認の状況 

イ 我が国のＯＤＡ資金が関係する事業の主契約企業と下請企業との間の契約を外務省に対して開示

させる必要性に対する政府の見解 

（４） 秋本外務大臣政務官が政策秘書（Ｂ）を介して私設秘書（Ｃ）に政策秘書給与を支払っていたとさ

れる事案についてＢＣ間の業務委託契約書が交わされた日付が守秘義務上公表できないとする根拠に

対する同政務官の見解 

（５） 我が国においてＬＧＢＴＱへの差別を禁止する法律が未整備であることに対する林外務大臣の見解 

 

青山大人君（立憲） 

 

（１） 日豪・日英部隊間協力円滑化協定 

ア 我が国国内で実施された自衛隊と米国以外の外国軍隊との最近の共同訓練の概況及び同訓練中の

事件・事故の発生状況 

イ 協定の締結により個別の事情に基づく派遣手続が困難になる可能性 

ウ 協定の締結が共同訓練の頻度に与える影響 

エ 同種の協定締結に向けた交渉状況及び見通し 

オ 米国派遣時の自衛隊部隊の地位についての調整方法 

カ 両協定第２条の「互恵的な防衛協力」について政府の解釈 

キ 環境等の保護について規定した両協定第 20 条を設けた背景 

ク 接受国において罪を犯した訪問部隊の構成員に対する第一次裁判権に関して日豪又は日英間で公

務中か否かの判断基準に関する政府の解釈 

ケ 豪州又は英国の訪問部隊の構成員が、請求権が生じる事案が発生した後に帰国した場合に日本国

民に対する支援の必要性 

（２） 訪日外国人向け高速道路周遊定額パスの販売を見直して公共交通機関の利用促進のための施策を強

化する必要性について国土交通大臣政務官の見解 
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和田有一朗君（維新） 

 

（１） 外国軍隊が日本で行う演習で使用するドローンや無人の機器のために使用する電波について 

ア 両協定の共同請議の関係省に、電波を所管する総務省が入っていない理由 

イ 災害等緊急時及び有事における電波の自衛隊の優先利用確保の状況 

（２） 豪州及び英国との共同訓練等における円滑な電波利用等に関する支援等について外務大臣の見解 

 

青柳仁士君（維新） 

 

（１） 豪英以外とも部隊間協力円滑化協定を締結する必要性及びそのための具体策について林外務大臣の

所感 

（２） ＦＯＩＰ（自由で開かれたインド太平洋）の拡大に向けた具体的な方策 

（３） 国連改革について外務大臣のトップダウンコミットメントの必要性について林外務大臣の見解 

（４） 改定が予定されている開発協力大綱について 

   ア 国際機関拠出の戦略的な活用を盛り込む必要性 

イ 不正腐敗の温床となり採用国も少ない「要請主義」を見直す必要性 

ウ 開発協力においてサステーナビリティー（持続可能性）を主軸に据えることについての外務大臣

の見解 

（５） ポストＭＤＧｓフォローアップ会合（2012 年）など新たな国際的開発目標を掲げてきた我が国の取

組についての評価及び今後の姿勢について林外務大臣の見解 

（６） 行政府から見た立法府の外交活動との連携についての外務大臣の見解 

 

鈴木敦君（国民） 

 

（１） 外務省ホームページ「日英部隊間協力円滑化協定の署名」の説明文にある「東シナ海・南シナ海に

おける力による一方的な現状変更の試み」に主語がない理由 

（２） 日本が導入するトマホークの配備や十二式地対艦誘導弾の延伸化まで中距離戦力が空白となる３年

間を乗り切る方策についての政府見解 

（３） ロシアがベラルーシに戦術核兵器を配備することに対するリトアニア及びポーランドの反応 

（４） アフリカで唯一台湾と外交関係にあるエスワティニと同じく台湾を重視する我が国が対話する必要

性 

（５） Ｇ７議長国である日本が代表して国際的ルールの遵守を提案することについて外務大臣の見解 

（６） ロシアによる約 19 万人のウクライナ人の「集団移転」を「拉致」と明言する必要性 

 

穀田恵二君（共産） 

 

（１） 日豪・日英部隊間協力円滑化協定 

ア 両協定上、訪問部隊の構成員に対する刑事裁判権の所在につき締約国間で争いが生じた場合の取

扱 

イ 両協定に基づく合同委員会の議事録を公開する必要性 

（２） 対セネガルＯＤＡとして資金供与した女性平和団体と統一教会の関係 

ア 平成 26 年度対セネガルＯＤＡに係る在セネガル大使館発本省宛電信及び本省発在セネガル大使

館宛電信の発出の概要 

イ 平成 27 年２月 20 日の「電信案」に「保存期間令和２年 12 月 31 日迄」と記載されている理由 

ウ 女性平和団体に対し機材を供与した団体を外務省が把握していたことから女性平和団体に国庫金

の返還を求める必要性 
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吉良州司君（有志） 

 

（１） ロシアによるウクライナ侵攻の停戦について林外務大臣の見解 

（２） Ｇ７議長国として広島サミットにおいてウクライナ侵略の停戦に向けた提案をする必要性 

 


